
        令和８年２月北九州市議会定例会議案 

   

議案番号 件        名 ページ 

議案第６５号 北九州市介護保険条例の一部改正について １ 

議案第６６号 
北九州市消防団員等公務災害補償条例の一部

改正について 
１４ 

 

 



議案第６５号 
北九州市介護保険条例の一部改正について 

 北九州市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
  令和８年２月１９日提出 
                    北九州市長 武 内 和 久   
提案理由 介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和８年度の保険料率の算定

に関する特例を定める等のため、関係規定を改める必要があるので、この条

例案を提出する。 
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 北九州市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和 年 月  日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

北九州市条例第  号 

   北九州市介護保険条例の一部を改正する条例 

 北九州市介護保険条例（平成１２年北九州市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 付則第１２項中「）に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得」を「付則第１５項から付則第１９項までにおいて同じ。

）に給与所得（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定す

る給与所得をいう。付則第１５項から付則第１９項までにおいて同じ。）」に

改める。 

 付則に次の５項を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

１５ 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において北九州市に

住所を有しない者を除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税

の賦課期日において北九州市に住所を有する者（同法第２９４条第３項の規

定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含

む。）に限る。以下同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が

含まれている者（同年中の給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与

等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０

００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定につい

ての第１０条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号

ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及び第１５号に係る

部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「合計所得金額（

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が

零を下回る場合には、零とする。）をいう。以下この項において同じ。）」

とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同
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条第２項の規定によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定する

給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額を加えた額によるものとし

、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当

該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ

。）」とする。 

１６ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，

０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定につ

いての第１０条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０

号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及び第１５号に係

る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「合計所得金額

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又

は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条

の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が零を下回る場合には、零とする。）をいう。以下この項において同じ。）

」とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規

定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、

同条第２項の規定によって計算した金額に１０万円を加えた額によるものと

し、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金

額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、

当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同

じ。）」とする。 

１７ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれて

いる者（同年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円

未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第

１０条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第

１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及び第１５号に係る部分に

限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「合計所得金額（地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計

所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項
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若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６

条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２

項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下

回る場合には、零とする。）をいう。以下この項において同じ。）」とある

のは、「合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計

所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給

与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２

項の規定によって計算した金額に６５万円から令和７年給与所得控除額（令

和７年中の所得税法第２８条第１項に規定する給与等の収入金額から、当該

給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３

号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として、

同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を

控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし、租

税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から

令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。）

」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

１８ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第１０

条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯

主及び全ての世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又

は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者

は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす

。 

（１） 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度

分の保険料の賦課期日において北九州市に住所を有しない者を除く。）で

あって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日にお

いて北九州市に住所を有するもの（同法第２９４条第３項の規定により当

該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。） 

（２） 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和

８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次

のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，  

０００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除
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して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た

額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９  

，０００円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控

除して得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万  

円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収

入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第

１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第５」という

。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別

表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得

た額以下である場合 

（３） 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和

８年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次

のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，  

０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令

で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得

金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控

除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９  

，０００円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政

令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所

得金額を控除して得た額が１０万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万  

円未満であり、かつ、地方税法第２９５条第３項に規定する政令で定め

る基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を

控除して得た額が、６５万円から、同年中の給与等の収入金額から当該

給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５により当

該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除

して得た額を控除して得た額以下である場合 

１９ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第１０

条第１項の規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げ

る者に該当し、かつ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当す
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るときは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されている者とみなす。 

付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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び
同
法
第
３
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
合
計
額

に
つ
い
て
は
、
同
法
第
２
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
及
び
同
法
第
３
５
条

第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
か
ら
１
０
万
円
を
控
除
し
て
得
た

額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置

法
」
と
す
る
。
 

 １
３
 
 
略
 

１
４
 
 
略
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を
有
し
な
い
者
を
除
き
、
令
和
８
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
賦
課
期

日
に
お
い
て
北
九
州
市
に
住
所
を
有
す
る
者
（
同
法
第
２
９
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
に
限
る
。
以

下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
同
年

中
の
給
与
等
（
所
得
税
法
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

収
入
金
額
が
５
５
万
１
，
０
０
０
円
以
上
６
５
万
１
，
０
０
０
円
未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。
）

の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
１
０
条
第
１
項
（
第
６
号
ア
、
第

７
号
ア
、
第
８
号
ア
、
第
９
号
ア
、
第
１
０
号
ア
、
第
１
１
号
ア
、
第
１
２
号
ア
、
第
１
３
号

ア
、
第
１
４
号
ア
及
び
第
１
５
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
第
６
号
ア
中
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
２
６
号
）
第
２
９
２

条
第
１
項
第
１
３
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第

２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第

１
項
、
第
３
４
条
の
３
第
１
項
、
第
３
５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１
項
、
第
３
５
条
の

３
第
１
項
又
は
第
３
６
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第

２
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金

額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
あ
る
の
は
、
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
２
９
２
条
第
１
項
第
１
３
号
に
規
定
す
る
合

計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与

所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規

定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
令
和
７
年
中
の
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額

か
ら
５
５
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
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る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項

に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場

合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。
 

１
６
 
第
１
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る

者
（
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
６
５
万
１
，
０
０
０
円
以
上
１
６
１
万
９
，
０
０
０
円

未
満
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
１
０

条
第
１
項
（
第
６
号
ア
、
第
７
号
ア
、
第
８
号
ア
、
第
９
号
ア
、
第
１
０
号
ア
、
第
１
１
号
ア

、
第
１
２
号
ア
、
第
１
３
号
ア
、
第
１
４
号
ア
及
び
第
１
５
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
６
号
ア
中
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年
法

律
第
２
２
６
号
）
第
２
９
２
条
第
１
項
第
１
３
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
租
税
特
別
措

置
法
（
昭
和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
３
４
条

第
１
項
、
第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条
の
３
第
１
項
、
第
３
５
条
第
１
項
、
第
３
５
条

の
２
第
１
項
、
第
３
５
条
の
３
第
１
項
又
は
第
３
６
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た

額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
２
９
２
条
第
１

項
第
１
３
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
２
８

条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ

い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
１
０
万
円
を
加
え
た
額
に
よ
る
も

の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金

額
か
ら
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
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合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
す
る
。
 

１
７
 
第
１
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る

者
（
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
１
６
１
万
９
，
０
０
０
円
以
上
１
９
０
万
円
未
満
で
あ

る
者
に
限
る
。
）
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
１
０
条
第
１
項

（
第
６
号
ア
、
第
７
号
ア
、
第
８
号
ア
、
第
９
号
ア
、
第
１
０
号
ア
、
第
１
１
号
ア
、
第
１
２

号
ア
、
第
１
３
号
ア
、
第
１
４
号
ア
及
び
第
１
５
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
第
６
号
ア
中
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
２

６
号
）
第
２
９
２
条
第
１
項
第
１
３
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
３
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
３
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
３
４
条
第
１
項
、

第
３
４
条
の
２
第
１
項
、
第
３
４
条
の
３
第
１
項
、
第
３
５
条
第
１
項
、
第
３
５
条
の
２
第
１

項
、
第
３
５
条
の
３
第
１
項
又
は
第
３
６
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所

得
金
額
か
ら
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、

当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
２
９
２
条
第
１
項
第
１
３

号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
２
８
条
第
１
項

に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
６
５
万
円
か
ら
令
和
７
年
給
与
所
得
控
除
額

（
令
和
７
年
中
の
所
得
税
法
第
２
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
、
当
該

給
与
等
の
収
入
金
額
を
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
１
３
号
）

第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
５
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
同
表
に
よ
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り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
同
表
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た

額
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ

る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第
２
２
条
の
２
第
２
項

に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場

合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。
 

（
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）
 

１
８
 
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
１
０
条
第

１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全

て
の
世
帯
員
の
う
ち
に
、
第
１
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
該
当
す
る
者
は
、
同
年
度
分
の
地

方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
す
。
 

（
１
）
 
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
令
和
８
年
度
分
の

保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
北
九
州
市
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

令
和
８
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
北
九
州
市

に
住
所
を
有
す
る
も
の
（
同
法
第
２
９
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
 

（
２
）
 
地
方
税
法
第
２
９
５
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
８
年

度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
か
ら

ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

ア
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５
万
１
，
０
０
０
円
以
上
６
５
万
１
，
０
０

０
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
１
３
５
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
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額
が
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
５
５
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る

場
合
 

イ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
６
５
万
１
，
０
０
０
円
以
上
１
６
１
万
９
，
０

０
０
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
１
３
５
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得

た
額
が
１
０
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
 

ウ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
１
６
１
万
９
，
０
０
０
円
以
上
１
９
０
万
円
未

満
で
あ
り
、
か
つ
、
１
３
５
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、

６
５
万
円
か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
所
得

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
１
３
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
５
（
以
下
「
別
表
第
５
」
と
い
う
。
）
の
給
与
等
の
金
額
と

し
て
、
別
表
第
５
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
別
表
第
５
の
給
与
所
得
控
除
後
の

給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合
 

（
３
）
 
地
方
税
法
第
２
９
５
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
令
和
８
年

度
分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
か
ら

ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

ア
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
５
５
万
１
，
０
０
０
円
以
上
６
５
万
１
，
０
０

０
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
２
９
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し

て
得
た
額
が
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
５
５
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下

で
あ
る
場
合
 

イ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
６
５
万
１
，
０
０
０
円
以
上
１
６
１
万
９
，
０
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新
 

旧
 

０
０
円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
２
９
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
基
準
に
従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除

し
て
得
た
額
が
１
０
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
 

ウ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
１
６
１
万
９
，
０
０
０
円
以
上
１
９
０
万
円
未

満
で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
２
９
５
条
第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に

従
い
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た

額
が
、
６
５
万
円
か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額

を
別
表
第
５
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
別
表
第
５
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た

別
表
第
５
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た

額
以
下
で
あ
る
場
合
 

１
９
 
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
１
０
条
第

１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
が
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
に
該

当
し
、
か
つ
、
同
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当

該
第
１
号
被
保
険
者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い

る
者
と
み
な
す
。
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議案第６６号 
北九州市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

北九州市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 
令和８年２月１９日提出 

                    北九州市長 武 内 和 久 
提案理由 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に

伴い、消防団員等に係る公務災害補償の補償基礎額を変更するため、関係規

定を改める必要があるので、この条例案を提出する。 
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北九州市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

令和８年  月  日 

北九州市長 武 内 和 久 

北九州市条例第  号 

北九州市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

北九州市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年北九州市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第２号本文中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、

同号ただし書中「１万４ , ５００円」を「１万５ , ０００円」に改め、同条第

３項各号列記以外の部分中「１００円を、第２号に該当する扶養親族について

は 1 人につき３８３円を、第３号から第６号まで」を「４３３円を、第２号か

ら第５号まで」に改め、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号か

ら第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表中 

「 

                

 を 

 

」 

「 

                

 に 

 

」 

改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の第３条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の

日以後に支給すべき事由の生じた北九州市消防団員等公務災害補償条例第３

条第１項に規定する公務災害補償（以下「公務災害補償」という。）並びに

同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第２条第３号

に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第

 １２，９００円  １３，７００円  １４，５００円 
 １１，３００円  １２，１００円  １２，９００円 
  ９，７００円  １０，５００円  １１，３００円 

 １３，３４０円  １４，１７０円  １５，０００円 
 １１，６７０円  １２，５００円  １３，３４０円 
 １０，０００円  １０，８４０円  １１，６７０円 
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６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）につい

て適用し、同日前に支給すべき事由の生じた公務災害補償（傷病補償年金等

を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補

償年金等については、なお従前の例による。 
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参
考
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 北

九
州
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

 
（
補
償
基
礎
額
）
 

第
３
条
 
 
略
 

２
 
前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
（
１
）
 
 
略
 

（
２
）
 
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
、
水
防
従
事
者
又
は
応
急
措
置
従
事
者
が
、

消
防
作
業
、
救
急
業
務
、
水
防
作
業
又
は
応
急
措
置
の
業
務
（
以
下
「
消
防
作
業
等
」
と
い

う
。
）
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消

防
作
業
等
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害

の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
１
０
，
０
０
０
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
そ
の
者

の
通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
１
万
５
，

０
０
０
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
消
防
団
員
又
は
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務

協
力
者
、
水
防
従
事
者
及
び
応
急
措
置
従
事
者
（
以
下
「
消
防
団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
事
故

発
生
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
消
防
団
員
等
の
扶
養
を
受
け
て
い
た

も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

金
額
に
、
第
１
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
４
３
３
円
を
、
第
２
号
か

ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
２
１
７
円
を
、

そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
っ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。
 

 

 

 
（
補
償
基
礎
額
）
 

第
３
条
 
 
略
 

２
 
前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

 
（
１
）
 
 
略
 

（
２
）
 
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務
協
力
者
、
水
防
従
事
者
又
は
応
急
措
置
従
事
者
が
、

消
防
作
業
、
救
急
業
務
、
水
防
作
業
又
は
応
急
措
置
の
業
務
（
以
下
「
消
防
作
業
等
」
と
い

う
。
）
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
消

防
作
業
等
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害

の
状
態
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
９
，
７
０
０
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が
、
そ
の
者
の

通
常
得
て
い
る
収
入
の
日
額
に
比
し
て
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
１
万
４
，
５

０
０
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
こ
れ
を
増
額
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
消
防
団
員
又
は
消
防
作
業
従
事
者
、
救
急
業
務

協
力
者
、
水
防
従
事
者
及
び
応
急
措
置
従
事
者
（
以
下
「
消
防
団
員
等
」
と
い
う
。
）
の
事
故

発
生
日
に
お
い
て
、
他
に
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て
消
防
団
員
等
の
扶
養
を
受
け
て
い
た

も
の
を
扶
養
親
族
と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
消
防
団
員
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

金
額
に
、
第
１
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
１
０
０
円
を
、
第
２
号
に

該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
３
８
３
円
を
、
第
３
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
２
１
７
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て

得
た
額
を
も
っ
て
補
償
基
礎
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
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新
 

旧
 

 （
１
）
～
（
５
）
 
 
略
 
 

４
 
 
略
 

                  

を
含
む
。
）
 

（
２
）
～
（
６
）
 
 
略
 
 

４
 
 
略
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新
 

旧
 

別
表
 

補
償
基
礎
額
表
（
第
３
条
関
係
）
 

階
級
 

勤
務
年
数
 

１
０
年
未
満
 

１
０
年
以
上
２
０

年
未
満
 

２
０
年
以
上
 

消
防
団
長
及
び
副
団
長
 

１
３
，
３
４
０
円
 

１
４
，
１
７
０
円
 

１
５
，
０
０
０
円
 

分
団
長
及
び
副
分
団
長
 

１
１
，
６
７
０
円
 

１
２
，
５
０
０
円
 

１
３
，
３
４
０
円
 

部
長
、
班
長
及
び
団
員
 

１
０
，
０
０
０
円
 

１
０
，
８
４
０
円
 

１
１
，
６
７
０
円
 

 
備
考
 
 
略
 

別
表
 

補
償
基
礎
額
表
（
第
３
条
関
係
）
 

階
級
 

勤
務
年
数
 

１
０
年
未
満
 

１
０
年
以
上
２
０

年
未
満
 

２
０
年
以
上
 

消
防
団
長
及
び
副
団
長
 

１
２
，
９
０
０
円
 

１
３
，
７
０
０
円
 

１
４
，
５
０
０
円
 

分
団
長
及
び
副
分
団
長
 

１
１
，
３
０
０
円
 

１
２
，
１
０
０
円
 

１
２
，
９
０
０
円
 

部
長
、
班
長
及
び
団
員
 

９
，
７
０
０
円
 

１
０
，
５
０
０
円
 

１
１
，
３
０
０
円
 

 
備
考
 
 
略
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